
臨床研究

医薬品等の臨床研究

人を対象とする生命科学・医学系研究倫理委員会

特定臨床研究
・未承認・適応外の医薬品等
の臨床研究

・製薬企業等から資金提供を
受けた医薬品等臨床研究

手術・手技の臨床研究

臨床研究審査委員会
（本学が参加施設となる場合は、
主施設が依頼する委員会にて審査）

特定臨床研究以外
の臨床研究

介入研究

研究責任医師の判断により認定臨
床研究審査委員会での審査も可
（努力義務）

観察研究

医薬品等とは、
・医薬品
・医療機器
・再生医療等製品
をいう。

■審査する委員会の振り分け
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